　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業種別課題対応コース


働き方改革推進支援助成金「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を成果目標にされた方へ

申請事業主　　　　　　
　殿

岐阜労働局　雇用環境・均等室


　働き方改革推進支援助成金（業種別課題対応コース）の、交付要綱第5条（4）ウにおいて、「既に時間単位年休に係る労使協定を締結している指定事業場がある場合、又は導入しようとする特別休暇について、既に導入している指定対象事業場がある場合は、本成果目標を選択することができない」旨が定められております。
　交付申請時点で、時間単位の年次有給休暇に関する労使協定を締結し、又は労使協定がないにも関わらず時間単位の年次有給休暇制度及び導入しようとする特別休暇が既に導入されていた場合には、「時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入」を成果目標とすることができず、交付要件を満たしません。また交付決定後、申請前に既に労使協定が定められている、又は運用されていた場合は、交付決定が取り消されることがあります。



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------　

（事業主記載欄）
上記の内容について承知しました。
時間単位の年次有給休暇及び特別休暇につきまして、交付申請時点で労使協定は締結されておらず
実際に運用もしていない旨、申し立てます。

令和　　年　　月　　日

住所　〒
電話番号
申請者（法人名・屋号）
（代表者職・氏名）


※原本を助成金担当へ提出し、写しは事業主の控えとして保管して下さい。
